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別添－２ 

緊 急 時 連 絡 体 制 

      レベル２

           以上

レベル１ レベル２以上

緊急第一報

（教務係 or総務係 or教
務委員長 or 学生就職委

員長 or 指導教員） 

緊急対策会議

（研究科長・副研究科長・

教務委員長・学生就職委員

長・関係教員・事務長・総

務係長・教務係長）

大学本部へ通報

・学務部学務課

・国際部国際交流課

教務係・教務委員長に

よるフォローアップ

緊急対策本部の設置

情報統括班

受入機関・在外公館・保険会社等から

情報収集、学内連絡調整

学生家族対策班

学生家族との連絡調整、学生・家族

の心身のケア、保健管理センターと

の連携

広報班

報道関係機関との連絡、記者会見

現地派遣班

海外渡航届（様式１） 
    年    月    日届出 

Year    Month    Day 

神戸大学 国際協力研究科長 殿  Dear Dean of GSICS, 

学籍番号 Student Number                  氏名 Name                 

自宅電話番号 Phone Number  自宅電話番号Mobile Phone Number  

指導教員 Academic Adviser  E-mail address  

このたび、下記のとおり海外渡航いたしますので、届けます。 

記 

海外渡航中の連絡先等 Information of Overseas Travel 

理由 

Purpose of Travel 
 

海外渡航期間 

Period of Travel 

    年    月    日     ～    年    月    日 

From  Year      Month       Day         To    Year      Month      Day 

渡航国 Destination Country  

経由国 Transit Country 
 

宿泊先住所  

Accommodation’s address 

 

宿泊先電話番号  

Accommodation’s Phone Number 
 

Eメ ー ル ア ド レ ス 

(海外で使えるもの) 
 

留学・研修先大学名 

Name of Host Institution 
 

留学・研修先大学 電話番号 

Host Institution’s Phone Number 
 

学生教育研究災害傷害保険  

PAS(School Insurance) 

加 入 Purchased ・  未 加 入 Not purchased   

※未加入の場合、速やかに加入すること。If you don’t have purchased, purchase at once. 

海外旅行者傷害保険 

Overseas Travelers’ Personal 

Accident Insurance  

加 入 Purchased ・  未 加 入 Not purchased   

※未加入の場合、速やかに加入すること。If you don’t have purchased, purchase at once. 

海外旅行者傷害保険 

保 険 会 社 名 

Name of Insurance 

 

海外旅行者傷害保険 

保 険 証 番 号 

Number of Insurance 

 

 

国内緊急連絡先 Emergency Contact in Japan 

氏名 Name  続柄 Relation  

住所 Address 
〒 

自宅電話番号 Phone Number  自宅電話番号Mobile Phone Number  

 
以下のことを確認しました。（□にチェックしてください。） 
□ 保護者等の家族に日程表などを渡し、家族は、本渡航について了解しています。 
□ 渡航は全て自己責任のもとで行う原則を了解しています。 
□ 外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録又は「在留届」を提出しました。 

（外国に住所・居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は「在留届」の提出が義務付けられています。また、3ヶ月未 
満の渡航もしくは外国での住所・居所を定めず3ヶ月以上渡航する日本人は、「たびレジ」へ登録してください。 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/） 

 □ 外務省「危険情報」（http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html） ＜有の場合＞レベル               
注 この海外渡航届に記載された個人情報については、個人情報保護法等を遵守のうえ適切に取り扱うこととし、在学中において、海外渡航の危機 
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年  月  日 

Year    month    day 
 国際協力研究科長 殿 

Dear Dean of GSICS, 
                 指導教員                           印 
                                 Academic Adviser                   Seal 

                      学籍番号(Student Number)               

                 氏  名                           印 
                                 Name                         Signature 

国籍(Nationality)                          

 国費(MEXT Scholarship)    ／ 私費(Others) 
(No.       ) 

 

一  時  出  国  届（様式２） 
Notification of Embarkation 

 

下記のとおり一時出国しますのでお届けします。 
 

記 
 

１．理由 
Purpose of Travel                                

 
２．期間      自     年     月    日 
Period of Travel   From    year     month    day   ＊この出国に際して,現宿舎を退居する者はチェックしてください。    

至     年     月    日   On the embarkation, moving out 
To     year     month    day       current accommodation. 

   
３．連絡先     国  名   
Contact address     Country of destination                      

宿泊先住所   
                       Place to stay                           
               電  話   

Phone Number                         
メールアドレス 
E-mail                                 
 

＜ 注意事項 Notice ＞ 
 ・｢みなし再入国許可｣制度により，出国する際は在留カ－ドの提示が必要です。 
 On a special reentry permit System, you are required to present your resident card at departure. 

 ・再入国後は教務係までお知らせください。 
 Please inform the Academic Affairs Office when you return.  

 ・研究デ－タが入ったﾊﾟｿｺﾝ・ＵＳＢﾒﾓﾘ・ＣＤや図面などの成果品等や研究に関わるものを国外に持っていく場合は，事前にチェックを

受ける必要がありますので，事務室で確認してください。 
If you bring your PC, USB flash drive, CD or Drawing which include research data or something related to research, 

you should have checked in advance, please confirm it at the Academic Affairs Office. 

留学生危機管理制度（OSSMA）に基づく海外渡航 

 

 本学及び本研究科が募集する下記のプログラムに参加する学生は、留学生危

機管理制度（OSSMA）への登録が義務付けられており、必ず行う必要がある。 

 登録にあたっては、日本を出国する２週間前までに申請を行うこと。 

 

【留学生危機管理制度（OSSMA）対象プログラム】 

○ 海外実習 

○ 海外インターンシップ（本学及び本研究科が募集するものに限る） 

○ 高度海外研究 

○ 学術交流協定に基づくダブルディグリープログラム（派遣） 

○ 学術交流協定に基づく交換留学（派遣） 

○ その他、本学が募集する海外プログラム 
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年  月  日 

Year    month    day 
 国際協力研究科長 殿 

Dear Dean of GSICS, 
                 指導教員                           印 
                                 Academic Adviser                   Seal 

                      学籍番号(Student Number)               

                 氏  名                           印 
                                 Name                         Signature 

国籍(Nationality)                          

 国費(MEXT Scholarship)    ／ 私費(Others) 
(No.       ) 

 

一  時  出  国  届（様式２） 
Notification of Embarkation 

 

下記のとおり一時出国しますのでお届けします。 
 

記 
 

１．理由 
Purpose of Travel                                

 
２．期間      自     年     月    日 
Period of Travel   From    year     month    day   ＊この出国に際して,現宿舎を退居する者はチェックしてください。    

至     年     月    日   On the embarkation, moving out 
To     year     month    day       current accommodation. 

   
３．連絡先     国  名   
Contact address     Country of destination                      

宿泊先住所   
                       Place to stay                           
               電  話   

Phone Number                         
メールアドレス 
E-mail                                 
 

＜ 注意事項 Notice ＞ 
 ・｢みなし再入国許可｣制度により，出国する際は在留カ－ドの提示が必要です。 
 On a special reentry permit System, you are required to present your resident card at departure. 

 ・再入国後は教務係までお知らせください。 
 Please inform the Academic Affairs Office when you return.  

 ・研究デ－タが入ったﾊﾟｿｺﾝ・ＵＳＢﾒﾓﾘ・ＣＤや図面などの成果品等や研究に関わるものを国外に持っていく場合は，事前にチェックを

受ける必要がありますので，事務室で確認してください。 
If you bring your PC, USB flash drive, CD or Drawing which include research data or something related to research, 

you should have checked in advance, please confirm it at the Academic Affairs Office. 

留学生危機管理制度（OSSMA）に基づく海外渡航 

 

 本学及び本研究科が募集する下記のプログラムに参加する学生は、留学生危

機管理制度（OSSMA）への登録が義務付けられており、必ず行う必要がある。 

 登録にあたっては、日本を出国する２週間前までに申請を行うこと。 

 

【留学生危機管理制度（OSSMA）対象プログラム】 

○ 海外実習 

○ 海外インターンシップ（本学及び本研究科が募集するものに限る） 

○ 高度海外研究 

○ 学術交流協定に基づくダブルディグリープログラム（派遣） 

○ 学術交流協定に基づく交換留学（派遣） 

○ その他、本学が募集する海外プログラム 
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本学が募集する海外派遣プログラム等、または、学長/部局長による推薦の下に参加する

海外派遣プログラム等で海外へ渡航する学生さんへ

神戸大学理事（国際担当）・副学長

井上 典之

  本学では、海外渡航中の危機管理対策として、日本エマージェンシーアシスタンス(株)（以下

EAJ）と契約し、本学が募集する海外派遣プログラム等、または、学長/部局長による推薦の下に

参加する海外派遣プログラム等で海外へ渡航する学生全員に、「留学生危機管理制度

Overseas Student Safety Management Assistance」（以下 OSSMA）に加入することを義務付

けています。OSSMA の概要については、別紙パンフレットをご覧下さい。

また、OSSMA への加入にあたり、海外渡航前の危機管理オリエンテーションを開催いたします。

危機管理オリエンテーションへの参加は義務ですので、担当係からの指示に従い出席してくださ

い。

  標記に該当する正規留学期間中の安否確認等に係わる OSSMA の会費は本学が負担しま

すが、海外にて事故・疾病・災害などに遭い、EAJ の支援を受けた場合の実費は、皆さんが個人

的に加入する海外旅行保険へ EAJ が代位求償することになります。保険の補償範囲外の支援

を受けた場合や、救援にかかった費用が補償金額を超える場合には個人負担していただくことも

ありますので、予めご了承ください。

  なお、当該留学期間の前後に連続して私費で語学学校に行く等、渡航期間を延長する予定

の学生は、所属部局が正規の留学に付随する期間と認めた場合、この期間も OSSMA の加入

期間とします。（この場合の会費も本学が負担します。）渡航期間途中に帰国予定の延期が認め

られた場合も、同様の扱いとします。正規の留学期間を前・後に延長して渡航予定の学生は、延

長が決まった時点で必ず担当係へお申し出ください。

※万が一、支援対象期間外に事故・疾病・災害などに遭われた場合、EAJ の支援を受けるため

には、事前に支援対象となっている場合より対応に時間がかかることも考えられますので、ご注

意ください。

誓 約 書 
 
神戸大学長 殿 
 
私（ 学生氏名 ）は、この度神戸大学が実施する（ 派遣プログラム名 ）にて海外渡航を

行うにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。誓約事項に反した場合は、神戸大

学がプログラムの参加資格取り消し、次回以降の海外派遣プログラム等への応募資格を与えない、

などの対応をとっても異議申立いたしません。 

 
記 

 
１．（ 派遣プログラム名 ）の派遣候補者として神戸大学の推薦が決定した後も、派遣先機関の

事情によっては、受入が許可されない場合もあることを了解すること。 
２．渡航に必要な諸手続きについては事前に十分確認し、自らの責任において行うこと。 
３．渡航先国の法律を遵守すること。また、派遣先機関において当該機関の諸規則を遵守し、監

督体制に従うこと。 
４．渡航先国の情勢や派遣先機関の事情、あるいは神戸大学の判断により、渡航の中止、延期、

中断が決定された場合は速やかに従うこと。 
５．神戸大学が契約する危機管理会社のアシスタンスサービスに加入すること。また、加入にあ

たっての手続き等については、神戸大学の指示に従うこと。 
６．渡航は全て自己責任のもとで行う原則を了解すること。 

※渡航期間中、災害、暴動、テロ、事故、疾病、犯罪など不測の事態による損害について、神戸大学および

派遣先機関は一切責任を負いません。 
７．派遣先機関で取得した成績情報、生活面の情報などの個人情報を海外派遣プログラムの運営

のためまたは学生の安全を守るために神戸大学が派遣先機関から提供を受けることに同意す

ること。 
８．（ 派遣プログラム名 ）参加にあたり提出する個人情報は、渡航手続きや危機管理の目的の

ため、派遣先機関、旅行会社、航空会社、保険会社、危機管理会社と共有･利用される場合が

あることに同意すること。また、危機管理会社のアシスタンスサービスを利用した場合に、

危機管理会社に提供した疾病やトラブルに関連する個人情報についても、神戸大学や危機管

理の関係者に共有・利用される場合があることに同意すること。 
 

 

年  月  日 

学籍番号                   

学部/研究科                 

学生氏名（自署）                      印  

 

 

私は、上記に同意し、学生本人が誓約事項を遵守することを保証いたします。 

 

年  月  日 

保証人氏名（自署）            印  

続 柄                    
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本学が募集する海外派遣プログラム等、または、学長/部局長による推薦の下に参加する

海外派遣プログラム等で海外へ渡航する学生さんへ

神戸大学理事（国際担当）・副学長

井上 典之

  本学では、海外渡航中の危機管理対策として、日本エマージェンシーアシスタンス(株)（以下

EAJ）と契約し、本学が募集する海外派遣プログラム等、または、学長/部局長による推薦の下に

参加する海外派遣プログラム等で海外へ渡航する学生全員に、「留学生危機管理制度

Overseas Student Safety Management Assistance」（以下 OSSMA）に加入することを義務付

けています。OSSMA の概要については、別紙パンフレットをご覧下さい。

また、OSSMA への加入にあたり、海外渡航前の危機管理オリエンテーションを開催いたします。

危機管理オリエンテーションへの参加は義務ですので、担当係からの指示に従い出席してくださ
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  標記に該当する正規留学期間中の安否確認等に係わる OSSMA の会費は本学が負担しま

すが、海外にて事故・疾病・災害などに遭い、EAJ の支援を受けた場合の実費は、皆さんが個人

的に加入する海外旅行保険へ EAJ が代位求償することになります。保険の補償範囲外の支援

を受けた場合や、救援にかかった費用が補償金額を超える場合には個人負担していただくことも

ありますので、予めご了承ください。

  なお、当該留学期間の前後に連続して私費で語学学校に行く等、渡航期間を延長する予定

の学生は、所属部局が正規の留学に付随する期間と認めた場合、この期間も OSSMA の加入

期間とします。（この場合の会費も本学が負担します。）渡航期間途中に帰国予定の延期が認め

られた場合も、同様の扱いとします。正規の留学期間を前・後に延長して渡航予定の学生は、延

長が決まった時点で必ず担当係へお申し出ください。

※万が一、支援対象期間外に事故・疾病・災害などに遭われた場合、EAJ の支援を受けるため

には、事前に支援対象となっている場合より対応に時間がかかることも考えられますので、ご注

意ください。

誓 約 書 
 
神戸大学長 殿 
 
私（ 学生氏名 ）は、この度神戸大学が実施する（ 派遣プログラム名 ）にて海外渡航を

行うにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。誓約事項に反した場合は、神戸大

学がプログラムの参加資格取り消し、次回以降の海外派遣プログラム等への応募資格を与えない、

などの対応をとっても異議申立いたしません。 
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１．（ 派遣プログラム名 ）の派遣候補者として神戸大学の推薦が決定した後も、派遣先機関の

事情によっては、受入が許可されない場合もあることを了解すること。 
２．渡航に必要な諸手続きについては事前に十分確認し、自らの責任において行うこと。 
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７．派遣先機関で取得した成績情報、生活面の情報などの個人情報を海外派遣プログラムの運営

のためまたは学生の安全を守るために神戸大学が派遣先機関から提供を受けることに同意す

ること。 
８．（ 派遣プログラム名 ）参加にあたり提出する個人情報は、渡航手続きや危機管理の目的の

ため、派遣先機関、旅行会社、航空会社、保険会社、危機管理会社と共有･利用される場合が

あることに同意すること。また、危機管理会社のアシスタンスサービスを利用した場合に、

危機管理会社に提供した疾病やトラブルに関連する個人情報についても、神戸大学や危機管

理の関係者に共有・利用される場合があることに同意すること。 
 

 

年  月  日 

学籍番号                   

学部/研究科                 

学生氏名（自署）                      印  

 

 

私は、上記に同意し、学生本人が誓約事項を遵守することを保証いたします。 

 

年  月  日 

保証人氏名（自署）            印  

続 柄                    
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事 後 報 告 書 
                      提出：    年  月  日 

氏名： 渡航先： 
渡航期間：   年  月  日～   年  月  日 

渡航中に事故等の危険に遭遇

しましたか 
１．遭遇しなかった 
２．遭遇した 

  →概略を述べてください： 
 
 
 

 
渡航中になんらかの疾病にか

かりましたか 
１．かかっていない 
２．かかった 

  →概略を述べてください： 
 
 
 
 

現在なんらかの心身の不調を

感じていますか 
１．感じていない 
２．感じている 

   →概略を述べてください： 
 
 
 
 

その他渡航中の安全管理につ

いて気の付いたことがあれば

自由に記載してください 

 
 
 
 
 
 

 

 
教務係確認印： 教務委員長確認印： 学生就職委員長確認印： 
 

 

 

学 生 の 心 得 
 
 
交通機関の運休，台風等の場合における授業，学期末試験の取扱い 
 
１．交通機関の運休の場合 

次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業(定期試験を含む。)を休講

とする。 
(1) JR西日本（神戸線）が運休した場合 
(2) 阪急電鉄（神戸線）及び阪神電鉄が同時に運休した場合 
(3) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合 

ただし，次の場合は授業を実施する。 
①  午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。 
②  午前１０時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。 
③  午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。 

 

２．気象警報の発表の場合 

(1) 気象警報の対象区域について 
対象区域は神戸市とする。 
なお，気象警報が広域に発令された場合は，発令地域に神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適 
用する。 

 
(2) 対象となる気象警報について 

神戸市に気象警報（ただし，暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発令された場合，当日のそ

の後に開始する授業（定期試験を含む。）を休講とする。 
 
(3) 気象警報の解除について 

次の場合は授業を実施する。 
①  午前６時までに，気象警報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。 
②  午前１０時までに，気象警報が解除された場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。 
③ 午後２時までに，気象警報が解除された場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。 

 
３．休講の周知方法 

     交通機関の運休又は気象警報の発表が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぼーネット，各

学部及び各研究科のホームページ等により，あらかじめ周知するものとする。 
 
(注) 1. 交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道路が遮断されて交通

機関が運行休止になり，通学が困難な場合をいう。 
2. 気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。 

  3. 気象警報の発表及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。 
  4. 演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。 
 
 
掲示について 
 

いろいろな通知や連絡は，特別な場合を除き，すべて掲示によってなされます。掲示板は，国際協力研

究科棟 1 階にあり，呼出，告示，通知をはじめ，奨学金並びにアルバイトの募集等各種の掲示をするので，

登・下校の際は，見落しのないよう注意してください。 
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事 後 報 告 書 
                      提出：    年  月  日 

氏名： 渡航先： 
渡航期間：   年  月  日～   年  月  日 

渡航中に事故等の危険に遭遇

しましたか 
１．遭遇しなかった 
２．遭遇した 

  →概略を述べてください： 
 
 
 

 
渡航中になんらかの疾病にか

かりましたか 
１．かかっていない 
２．かかった 

  →概略を述べてください： 
 
 
 
 

現在なんらかの心身の不調を

感じていますか 
１．感じていない 
２．感じている 

   →概略を述べてください： 
 
 
 
 

その他渡航中の安全管理につ

いて気の付いたことがあれば

自由に記載してください 

 
 
 
 
 
 

 

 
教務係確認印： 教務委員長確認印： 学生就職委員長確認印： 
 

 

 

学 生 の 心 得 
 
 
交通機関の運休，台風等の場合における授業，学期末試験の取扱い 
 
１．交通機関の運休の場合 

次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業(定期試験を含む。)を休講

とする。 
(1) JR西日本（神戸線）が運休した場合 
(2) 阪急電鉄（神戸線）及び阪神電鉄が同時に運休した場合 
(3) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合 

ただし，次の場合は授業を実施する。 
①  午前６時までに，交通機関が運行した場合は，１時限目の授業から実施する。 
②  午前１０時までに，交通機関が運行した場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。 
③  午後２時までに，交通機関が運行した場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。 

 

２．気象警報の発表の場合 

(1) 気象警報の対象区域について 
対象区域は神戸市とする。 
なお，気象警報が広域に発令された場合は，発令地域に神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適 
用する。 

 
(2) 対象となる気象警報について 

神戸市に気象警報（ただし，暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発令された場合，当日のそ

の後に開始する授業（定期試験を含む。）を休講とする。 
 
(3) 気象警報の解除について 

次の場合は授業を実施する。 
①  午前６時までに，気象警報が解除された場合は，１時限目の授業から実施する。 
②  午前１０時までに，気象警報が解除された場合は，午後１時以降に開始する授業から実施する。 
③ 午後２時までに，気象警報が解除された場合は，午後５時以降に開始する授業から実施する。 

 
３．休講の周知方法 

     交通機関の運休又は気象警報の発表が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぼーネット，各

学部及び各研究科のホームページ等により，あらかじめ周知するものとする。 
 
(注) 1. 交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道路が遮断されて交通

機関が運行休止になり，通学が困難な場合をいう。 
2. 気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」によるものとする。 

  3. 気象警報の発表及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。 
  4. 演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。 
 
 
掲示について 
 

いろいろな通知や連絡は，特別な場合を除き，すべて掲示によってなされます。掲示板は，国際協力研

究科棟 1 階にあり，呼出，告示，通知をはじめ，奨学金並びにアルバイトの募集等各種の掲示をするので，

登・下校の際は，見落しのないよう注意してください。 
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諸証明について 
 
（1）学 生 証 

再 交 付 
学生証の紛失，破損及び改姓又は氏名漢字の変更等による記載事項の変更等があった場合は，再

交付を教務係に申し出てください。 
 
（2）通学定期乗車券 

①就学学舎に通学する場合 
通学定期乗車券は，宿所（現住所）の最寄り駅から本学（就学学舎）の最寄り駅との間を順路に

より通学する場合に購入できます。購入にあたっては，まず証明書自動発行機で「通学証明書」交

付願を発行してください。次に必要事項を記入して，教務係に提出してください。 
   （鉄道関係） 
     阪急電鉄 阪神電鉄 京阪電鉄 山陽電鉄 神戸電鉄 神戸高速鉄道 JR 西日本 南海電鉄 

近畿日本鉄道 京福電鉄 北大阪急行電鉄 泉北高速鉄道 大阪市営地下鉄 神戸市営地下

鉄 神戸新交通 北神急行電鉄 
   （バス関係） 

神戸市バス 大阪市バス 尼崎市バス 明石市バス 姫路市バス 阪急バス 阪神バス 山

陽バス 神姫バス 南海バス 近鉄バス 
＊バスの定期券は，月単位になっているところもあるので，購入の時期を注意し，不利益にな

らないようにしてください。 
 
②就学学舎以外の場所に通学する場合 

就学上，就学学舎以外の場所へ受講，実験及び実習のために通学する場合があります。研究科長

がその必要を認めたときには，通学定期乗車券が購入できます。申込期間内に教務係へ願い出てく

ださい。 
なお，課外活動のためには，通学定期乗車券は購入できません。 

 
③通学定期乗車券が無効となる場合 

次の場合は，通学定期乗車券が無効となり，普通運賃の 3 倍に相当する増運賃を徴収されるだけ

でなく，大学及び他の学生に対し迷惑がかかりますので，不正は絶対に行わないようにしてくださ

い。 
ア 使用資格，氏名，年令，区間又は通学の事実を偽って購入し使用したとき 
イ 通学定期乗車券の券面に表示された事項を消し又は改変して使用したとき 
ウ 使用資格がなくなってから使用したとき 
エ 通用期間の開始前又は終了後に使用したとき 
オ 学生証を携行していないとき 
カ 区間の連続していない 2 枚以上の通学定期乗車券又は普通乗車券を使用して，その各券面に

表示された区間と区間との間を無札で乗車したとき 
キ その他不正乗車の手段として使用したとき 

※ 通学定期乗車券発行控の有効期間は，当該年度１年間限りですので，年度ごとに交付を受けてく

ださい。 
 
（3）学生旅客運賃割引証（学割証） 

学割証は，割当枚数の範囲内で，学生個人の自由な権利として使用することを前提としたもので

なく，修学上の経済的負担を軽減し，学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている

制度です。 
学割証は，実習・見学・帰省などで，片道 100km を超えて旅行する場合，普通乗車券に限って使

用できます。 

 

 

割引率は，JR・連絡社線とも全区間の 2 割引，有効期間は，発行日から 3 か月間です。 
申込み及び交付 

申込み及び交付は，六甲台第三学舎 1 階の学生コーナーに設置している「証明書自動発行磯」で

所定の操作を行ってください。 
交付枚数 

交付枚数は，1 人年間（4 月～翌年 3 月）15 枚までとなっていますので，計画をたてて使用してく

ださい。（往復乗車券を購入する場合、学割証は 1 枚で済みます） 
 
（4）在学証明書・成績証明書 

申込み及び交付は，六甲台第三学舎 1 階の学生コーナーに設置している「証明書自動発行機」で

所定の操作を行ってください。 
 
（5）修了証明書 

大学院を修了した場合は，学位記が授与されると同時に、就職先等に提出するための修了証明書

を発行します。 
 
（6）国費外国人留学生証明書 

旅券の有効期間延長，家族招請等に必要な国費外国人留学生証明書の交付を希望する場合は，教

務係へ申し込んでください。 
 
（7）国費外国人留学生保証証明書 

ビザ延長申請に必要な国費外国人留学生保証証明書の交付を希望する場合は，教務係へ申し込ん

でください。 
 
 
授業料の納付について 
 

授業料は年額を前期と後期に分け，それぞれ次の期間内に，口座振替により納付することになります。 
 前 期   4 月 1 日～ 4 月 30 日 
 後 期  10 月 1 日～10 月 31 日 
 
 
授業料免除等について 

経済的な理由によって授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優秀な者については，本人の申請に基

づき選考のうえ，授業料の全額又は半額が免除される制度があります。 
免除者の選考は，各期ごとに行われ，申請に関する手続き等の詳細は，各研究科において掲示及び神戸

大学ホームページでお知らせします。 
また，学資負担者の死亡，あるいは本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，授業料

の納付が著しく困難な場合も，免除を申請することができますので，該当者は，学生支援課（学生セン 
ター）に申し出てください。 

なお，授業料を納期までに全額を納付することができないときは，徴収猶予等が許可されることがあり

ますので，学生支援課（学生センター）で所定の手続により願い出てください。 
 
 
奨学制度について 

学業優秀であり経済的理由によって修学が困難である者に対する奨学制度があります。 
（1）独立行政法人日本学生支援機構 

独立行政法人日本学生支援機構は，人材の育成と教育の機会均等の趣旨に従って，人物・学業とも

優れた者であって，経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより，修学の
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割引率は，JR・連絡社線とも全区間の 2 割引，有効期間は，発行日から 3 か月間です。 
申込み及び交付 

申込み及び交付は，六甲台第三学舎 1 階の学生コーナーに設置している「証明書自動発行磯」で

所定の操作を行ってください。 
交付枚数 

交付枚数は，1 人年間（4 月～翌年 3 月）15 枚までとなっていますので，計画をたてて使用してく

ださい。（往復乗車券を購入する場合、学割証は 1 枚で済みます） 
 
（4）在学証明書・成績証明書 

申込み及び交付は，六甲台第三学舎 1 階の学生コーナーに設置している「証明書自動発行機」で

所定の操作を行ってください。 
 
（5）修了証明書 

大学院を修了した場合は，学位記が授与されると同時に、就職先等に提出するための修了証明書

を発行します。 
 
（6）国費外国人留学生証明書 

旅券の有効期間延長，家族招請等に必要な国費外国人留学生証明書の交付を希望する場合は，教

務係へ申し込んでください。 
 
（7）国費外国人留学生保証証明書 

ビザ延長申請に必要な国費外国人留学生保証証明書の交付を希望する場合は，教務係へ申し込ん

でください。 
 
 
授業料の納付について 
 

授業料は年額を前期と後期に分け，それぞれ次の期間内に，口座振替により納付することになります。 
 前 期   4 月 1 日～ 4 月 30 日 
 後 期  10 月 1 日～10 月 31 日 
 
 
授業料免除等について 

経済的な理由によって授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優秀な者については，本人の申請に基

づき選考のうえ，授業料の全額又は半額が免除される制度があります。 
免除者の選考は，各期ごとに行われ，申請に関する手続き等の詳細は，各研究科において掲示及び神戸

大学ホームページでお知らせします。 
また，学資負担者の死亡，あるいは本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，授業料

の納付が著しく困難な場合も，免除を申請することができますので，該当者は，学生支援課（学生セン 
ター）に申し出てください。 

なお，授業料を納期までに全額を納付することができないときは，徴収猶予等が許可されることがあり

ますので，学生支援課（学生センター）で所定の手続により願い出てください。 
 
 
奨学制度について 

学業優秀であり経済的理由によって修学が困難である者に対する奨学制度があります。 
（1）独立行政法人日本学生支援機構 

独立行政法人日本学生支援機構は，人材の育成と教育の機会均等の趣旨に従って，人物・学業とも

優れた者であって，経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより，修学の
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援助を行う育英奨学事業機関です。 
（2）地方・民間等の育英奨学団体 

上記，日本学生支援機構の奨学制度のほかに，地方公共団体や民間奨学財団等による奨学制度があ

ります。 
なお，詳細については「学生生活案内」の経済生活等の項を参照してください。 
 

キャンパスライフ支援センター 

障害があるなどの理由により、日常の勉学や学生生活になんらかの困難や不安を抱えている場合の相談

や調整を行っています。専門家が相談にのり、講義に対する配慮や履修登録の支援、試験時の配慮等、必

要に応じたサポートを検討します。 
                               電話 078-803-5258 
 
 
六甲台キャンパスへの車両入構規制について 

現在，六甲台キャンパスでは交通安全及び騒音防止等のために，許可者以外の車両（自動車）は入構禁

止となっております。車両による入構を希望する者は，六甲台構内車両対策委員会の許可を受けなければ

なりません。手続きは，所定の時期（4 月下旬頃）に申請書を教務係へ提出してください。ただし，申請

は年 1 回限りで，許可基準により承認されない場合もあります。詳しくは，掲示により通知します。 
また，課外活動等のための資材運搬等臨時に入構する必要が生じた場合は，入構する 3 日前までに教務

係へ申し出てください。 
なお，二輪車の入構は全面的に禁止されておりますので，最寄りの二輪車置場に駐輪してください。 

 教務係又は学生センターで登録書の配付と受付をしていますので登録をしてください。 
 
 
経済経営研究所図書館の利用案内について 

開館時間  月～金 8：45～12：15，13：00～17：00 
休 館 日  土・日，国民の祝日，本学創立記念日（5 月 15 日），12 月 28 日～1 月 4 日，臨時休館日 
 
●利用について 

書庫内には‥‥‥自由にお入りください。 
カバンの持ち込みはご遠虜ください。 

貸 出 は‥‥‥当日貸出のみです。 
カウンターで「当日貸出カード」にご記入ください。（学生証を預ります。） 

 
 
経済経営研究所国連寄託図書館の利用案内について 

国連寄託図書舘 United Nations Depository Library 
国連がその精神や活動状況を広く世界中の人々に知らせるために，関係資料を寄託，無料で公開する

図書館です。世界で 405 ヶ所，日本では現在 14 ヶ所に設けられています。 
国連の各専門機関も寄託図書館制度をとっており，当研究所は WTO（世界貿易機関）と IMO（国際

海事機構）の寄託図書館でもあります。 
開館時間  平日 8：45～12：15，13：00～17：00 
 
●利用について 

貸 出 は‥‥‥当日貸出のみです。 
1 階カウンターにて「当日貸出カード」にご記入ください。（学生証を預る。） 

 

 

国際協力研究科学生学外交流活動報告書 

 

この報告書は，本研究科院生の学外での活動状況を掌握し，研究科全体の動きとして生かしていくた

めに収集するものである。（短期間のものも含む。） 

学 籍 番 号  氏  名  指導教員  

期間又は月日 年  月  日～     年  月  日 

  場所（行き先） 

  名 称 等 

  主 催 者 等 

 

  活 動 内 容 

身 分   学生・研究員・研修員 

 

  そ の 他 

広報掲載   可・不可                                               年   月   日 
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援助を行う育英奨学事業機関です。 
（2）地方・民間等の育英奨学団体 

上記，日本学生支援機構の奨学制度のほかに，地方公共団体や民間奨学財団等による奨学制度があ

ります。 
なお，詳細については「学生生活案内」の経済生活等の項を参照してください。 
 

キャンパスライフ支援センター 

障害があるなどの理由により、日常の勉学や学生生活になんらかの困難や不安を抱えている場合の相談

や調整を行っています。専門家が相談にのり、講義に対する配慮や履修登録の支援、試験時の配慮等、必

要に応じたサポートを検討します。 
                               電話 078-803-5258 
 
 
六甲台キャンパスへの車両入構規制について 

現在，六甲台キャンパスでは交通安全及び騒音防止等のために，許可者以外の車両（自動車）は入構禁

止となっております。車両による入構を希望する者は，六甲台構内車両対策委員会の許可を受けなければ

なりません。手続きは，所定の時期（4 月下旬頃）に申請書を教務係へ提出してください。ただし，申請

は年 1 回限りで，許可基準により承認されない場合もあります。詳しくは，掲示により通知します。 
また，課外活動等のための資材運搬等臨時に入構する必要が生じた場合は，入構する 3 日前までに教務

係へ申し出てください。 
なお，二輪車の入構は全面的に禁止されておりますので，最寄りの二輪車置場に駐輪してください。 

 教務係又は学生センターで登録書の配付と受付をしていますので登録をしてください。 
 
 
経済経営研究所図書館の利用案内について 

開館時間  月～金 8：45～12：15，13：00～17：00 
休 館 日  土・日，国民の祝日，本学創立記念日（5 月 15 日），12 月 28 日～1 月 4 日，臨時休館日 
 
●利用について 

書庫内には‥‥‥自由にお入りください。 
カバンの持ち込みはご遠虜ください。 

貸 出 は‥‥‥当日貸出のみです。 
カウンターで「当日貸出カード」にご記入ください。（学生証を預ります。） 

 
 
経済経営研究所国連寄託図書館の利用案内について 

国連寄託図書舘 United Nations Depository Library 
国連がその精神や活動状況を広く世界中の人々に知らせるために，関係資料を寄託，無料で公開する

図書館です。世界で 405 ヶ所，日本では現在 14 ヶ所に設けられています。 
国連の各専門機関も寄託図書館制度をとっており，当研究所は WTO（世界貿易機関）と IMO（国際

海事機構）の寄託図書館でもあります。 
開館時間  平日 8：45～12：15，13：00～17：00 
 
●利用について 

貸 出 は‥‥‥当日貸出のみです。 
1 階カウンターにて「当日貸出カード」にご記入ください。（学生証を預る。） 

 

 

国際協力研究科学生学外交流活動報告書 

 

この報告書は，本研究科院生の学外での活動状況を掌握し，研究科全体の動きとして生かしていくた

めに収集するものである。（短期間のものも含む。） 

学 籍 番 号  氏  名  指導教員  

期間又は月日 年  月  日～     年  月  日 

  場所（行き先） 

  名 称 等 

  主 催 者 等 

 

  活 動 内 容 

身 分   学生・研究員・研修員 

 

  そ の 他 

広報掲載   可・不可                                               年   月   日 
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就職に関する相談・情報収集について 

 
（１）神戸大学キャリアセンター ＴＥＬ ０７８－８０３－５２１７ 

鶴甲第１キャンパスＡ棟の１階にあり、専門の職員が配置され、キャリアアドバイ

ザーによる個別相談に応じています。また、全学ベースでの就職ガイダンスやセミ 
ナー及びインターンシップを企画・推進しています。また、求人票のファイル及び就

職情報検索用のパソコン５台が設置されています。 
利用時間帯は、月曜～金曜（祝日除く）の８：３０～１７：１５です。 

 
（２）六甲台就職相談センター  ＴＥＬ ０７８－８０３－７２０２ 

   アカデミア館の２階にあり、社会科学系すなわち法・経済・経営の学部生・大学 
院生及び大学院国際協力研究科の学生を対象に、就職とインターンシップを支援 
する業務を推進しています。個別相談には、社会科学系学部・大学院の同窓会であ 
る社団法人凌霜会会員が当たっており、利用時間帯は、月曜～金曜（祝日除く）の 
１０：００～１７：００、その主な業務は次の通りです。 
 
○ 学年を問わず学生からの個別相談に応じ、その後のフォローも行う。 
○ 就職やインターンシップに関する書籍・ファイルを整備し学生の閲覧に供する。 
○ パソコン３台、プリンター、コピー機が設置されており、学生が有効に利用できる

よう指導する。 
  ○ 就職、インターンシップに関する最新情報の収集に努め、学生のために掲示ならび

に資料配布を行う。（アカデミア館２階フロアで、掲示及び資料を配置しています） 
   
  六甲台就職相談センターＨＰ ： http://www.kobe-u.com/ryoso/student/job/ 
 
〔注〕インターンシップについて 

    学生が在学中に夏休みなどを利用し企業や官公庁に出向いて就業体験を積む制度 
のこと。この体験を通じて将来の進路に関する問題意識・目的意識が向上し以後の 
学生生活の充実を期するものです。 六甲台就職情報センターでは、企業が学校窓 
口を通さずインターネットで直接募集するケースでの、学生からの相談に応じ参加 
のための支援をしています。募集のルートは他に、各学部教務係が窓口となるもの 
（官公庁関係）及び上記のキャリアセンターのものがあります。 
 

（３）神戸大学東京オフィス   ＴＥＬ ０３－６２６９－９１３０ 

   東京オフィスはＪＲ有楽町駅前にあってキャリアセンター東京分室を兼ね、首都圏 
における大学のプレゼンスの向上を目指し、卒業生のネットワークづくりや学生の就 
活支援を主務としています。 

神戸大学大学院国際協力研究科院生協議会規約 

最新改正 2016 年 6 月 16 日 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、神戸大学大学院国際協力研究科院生協議会（以下、「院生協議会」と記す）と称す

る。 
 
（所在地） 

第２条 本会は、事務局を以下に置く。 
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1  神戸大学大学院国際協力研究科 （六甲台第１キャンパス第五学

舎内） 
 
（目的） 

第３条 本会の活動は、「国際協力研究科学生間の連絡を密にし、研究環境の改善を図ること、及び

大学に存在する様々な問題に対し、学生側の意見を反映させることを目的とする。 
 
（活動内容） 

第４条 本会は前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。 
(1) 大学側に対する学生側の意見の集約と交渉 
(2) 各研究室の美化・清掃・リサイクルの推進 
(3) 研究室の移動、座席の移動の円滑化 
(4) その他、目的達成に必要な活動 
 

第２章 会員 

（会員） 

第５条 院生協議会は、神戸大学大学院国際協力研究科学生をもって構成される。 
 
（会費） 

第６条 会員は、入学時に 300 円を会費として納入しなければならない。但し、非正規生（研究生、

特別聴講学生等）はその限りではない。 
２ 会費の納入は入学年度のみとし、それ以降納入の義務はない。 
３ 納入された会費はいかなる事情があっても返還しない。 
４ 会費の徴収に関する事項は総会で決定するものとする。 
 
（入会） 

第７条 神戸大学大学院国際協力研究科への入学と同時に入会を了解したものとみなす。 
 
（退会等） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 
(1) 正規生として在籍する会員が課程を修了した場合。 
(2) 非正規生として在籍する会員が在籍期間を終了した場合。 
(3) 会員が退学等離籍をした場合。 
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就職に関する相談・情報収集について 

 
（１）神戸大学キャリアセンター ＴＥＬ ０７８－８０３－５２１７ 

鶴甲第１キャンパスＡ棟の１階にあり、専門の職員が配置され、キャリアアドバイ

ザーによる個別相談に応じています。また、全学ベースでの就職ガイダンスやセミ 
ナー及びインターンシップを企画・推進しています。また、求人票のファイル及び就

職情報検索用のパソコン５台が設置されています。 
利用時間帯は、月曜～金曜（祝日除く）の８：３０～１７：１５です。 

 
（２）六甲台就職相談センター  ＴＥＬ ０７８－８０３－７２０２ 

   アカデミア館の２階にあり、社会科学系すなわち法・経済・経営の学部生・大学 
院生及び大学院国際協力研究科の学生を対象に、就職とインターンシップを支援 
する業務を推進しています。個別相談には、社会科学系学部・大学院の同窓会であ 
る社団法人凌霜会会員が当たっており、利用時間帯は、月曜～金曜（祝日除く）の 
１０：００～１７：００、その主な業務は次の通りです。 
 
○ 学年を問わず学生からの個別相談に応じ、その後のフォローも行う。 
○ 就職やインターンシップに関する書籍・ファイルを整備し学生の閲覧に供する。 
○ パソコン３台、プリンター、コピー機が設置されており、学生が有効に利用できる

よう指導する。 
  ○ 就職、インターンシップに関する最新情報の収集に努め、学生のために掲示ならび

に資料配布を行う。（アカデミア館２階フロアで、掲示及び資料を配置しています） 
   
  六甲台就職相談センターＨＰ ： http://www.kobe-u.com/ryoso/student/job/ 
 
〔注〕インターンシップについて 

    学生が在学中に夏休みなどを利用し企業や官公庁に出向いて就業体験を積む制度 
のこと。この体験を通じて将来の進路に関する問題意識・目的意識が向上し以後の 
学生生活の充実を期するものです。 六甲台就職情報センターでは、企業が学校窓 
口を通さずインターネットで直接募集するケースでの、学生からの相談に応じ参加 
のための支援をしています。募集のルートは他に、各学部教務係が窓口となるもの 
（官公庁関係）及び上記のキャリアセンターのものがあります。 
 

（３）神戸大学東京オフィス   ＴＥＬ ０３－６２６９－９１３０ 

   東京オフィスはＪＲ有楽町駅前にあってキャリアセンター東京分室を兼ね、首都圏 
における大学のプレゼンスの向上を目指し、卒業生のネットワークづくりや学生の就 
活支援を主務としています。 

神戸大学大学院国際協力研究科院生協議会規約 

最新改正 2016 年 6 月 16 日 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、神戸大学大学院国際協力研究科院生協議会（以下、「院生協議会」と記す）と称す

る。 
 
（所在地） 

第２条 本会は、事務局を以下に置く。 
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1  神戸大学大学院国際協力研究科 （六甲台第１キャンパス第五学

舎内） 
 
（目的） 

第３条 本会の活動は、「国際協力研究科学生間の連絡を密にし、研究環境の改善を図ること、及び

大学に存在する様々な問題に対し、学生側の意見を反映させることを目的とする。 
 
（活動内容） 

第４条 本会は前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。 
(1) 大学側に対する学生側の意見の集約と交渉 
(2) 各研究室の美化・清掃・リサイクルの推進 
(3) 研究室の移動、座席の移動の円滑化 
(4) その他、目的達成に必要な活動 
 

第２章 会員 

（会員） 

第５条 院生協議会は、神戸大学大学院国際協力研究科学生をもって構成される。 
 
（会費） 

第６条 会員は、入学時に 300 円を会費として納入しなければならない。但し、非正規生（研究生、

特別聴講学生等）はその限りではない。 
２ 会費の納入は入学年度のみとし、それ以降納入の義務はない。 
３ 納入された会費はいかなる事情があっても返還しない。 
４ 会費の徴収に関する事項は総会で決定するものとする。 
 
（入会） 

第７条 神戸大学大学院国際協力研究科への入学と同時に入会を了解したものとみなす。 
 
（退会等） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 
(1) 正規生として在籍する会員が課程を修了した場合。 
(2) 非正規生として在籍する会員が在籍期間を終了した場合。 
(3) 会員が退学等離籍をした場合。 
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第３章 役員 

（役員の種別） 

第９条 本会に、以下の役員を置く。 
議長 １人 
副議長 1 人 
会計 1 人 
執行委員 12 人 
留学生執行委員 4 人 
 
（役員の選任） 

第１０条 前条に定める役職のうち、議長、副議長、会計は博士課程後期課程１年次の学生から選出

する。しかし、役員の選出は博士課程後期課程１年次の学生数に左右されることから、副議長の職に

関してのみ空席を認めるものとする。 
２ 前条に定める役職のうち、議長、副議長、会計に対し他の学年より立候補がある場合、その限り

ではない。 
３ 議長、副議長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 
４ 他大学からの博士課程後期課程への編入学者は、内部進学者と同等に役員への選出を認められる。

その場合、編入学者が入学し役員に選出されるまでの間、内部進学者から仮の役員を決定するものと

する。 
 
（役員の職務） 

第１１条 議長は、本会の代表として会務を総括し、大学側との交渉を行う。また、執行委員会の議

長を務めるものとする。 
２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長にあらかじめ指

定された順序によって、その職務を代行する。 
３ 会計は、院生協議会会員より納入された会費の管理を行う。 
４ 執行委員は、執行委員会に参加し、その他の役員の補佐を行う。 
(1)執行委員は、博士課程前期課程の各学年より６人ずつ選任された計１２人によって構成される。 
(2)執行委員は、原則として各研究室の代表を兼ねるものとする。 
５ 留学生執行委員は、留学生会員の窓口として、主に連絡事項の徹底を図る役割を担い、情報の共

有化を行うとともに、執行委員同様その他の役員の補佐を行う。 
 
（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は後任の役員が選出され、引継ぎ作業完了後から１年間とする。 
(1)引継ぎ時期は、博士課程後期課程の内部進学者が決定し、役員ないし仮の役員を選任後とする。 
(2)現役員が再任を希望した場合、それを妨げない。 
(3)執行委員の任期は、原則として、博士課程前期課程に入学した年の４月から翌々年３月までの２年

間とする。 
２ 役員は、やむを得ない事情によりその職務を全うすることが困難となった場合、速やかに議長に

連絡し、後任者を選出し議長の承認を得る義務を有する。後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ

ならない。 
 
 

第４章 総会 

（総会の種別） 

第１３条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
 
（総会の構成） 

第１４条 総会は、全会員をもって構成する。 
 
（総会の機能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決し、総会の

議決は、全ての議決に優先する。 
 
（総会の開催） 

第１６条 定期総会は、第９条に定める役員のうち、議長、副議長、会計の選出後、４月以降前期学

期中に開催する。 
２ 定期総会は、次の各号を審議し、承認する。 
(1)前年度の業務報告及び会計報告 
(2)新年度役員の報告 
(3)新年度の業務計画 
(4)その他重要事項 
３ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
(1)議長が必要と認めたとき 
(2)休学者を除く全会員の 6 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示し、審議請求があったとき 
 
（総会の招集） 

第１７条 総会は、議長が招集する。 
２ 議長は、前条３項第２号の規定による請求があったときは、その請求があった日から１４日以内

に臨時総会を招集しなければならない。 
３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会日

の７日前までに文書をもって通知しなければならない。 
 
（総会の議長） 

第１８条 総会の議長は、執行委員会の議長とする。 
 
（総会の定足数） 

第１９条 総会は、休学者を除く会員の３分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 
 
（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 
 
（会員の議決権） 

第２１条 会員は、総会において、各々一箇の議決権を有する。 
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第３章 役員 

（役員の種別） 

第９条 本会に、以下の役員を置く。 
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副議長 1 人 
会計 1 人 
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留学生執行委員 4 人 
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第１０条 前条に定める役職のうち、議長、副議長、会計は博士課程後期課程１年次の学生から選出
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４ 他大学からの博士課程後期課程への編入学者は、内部進学者と同等に役員への選出を認められる。

その場合、編入学者が入学し役員に選出されるまでの間、内部進学者から仮の役員を決定するものと
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第１９条 総会は、休学者を除く会員の３分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 
 
（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否
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（会員の議決権） 

第２１条 会員は、総会において、各々一箇の議決権を有する。 
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（総会の委任参加等） 

第２２条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、委任状による出席、議決権を有する。 
２ 委任参加する会員は、受任者を指定しなければならない。指定がなされていない場合、議長は受

任者として委任されたものとみなす。 
 
（総会の議事録） 

第２３条 総会の議事については総会で承認された事項を記載した議事録を作成し、開示しなければ

ならない。 
 

第５章 執行委員会 

（執行委員会の構成） 

第２４条 執行委員会は、第９条で定めた役員をもって構成する。 
 
（執行委員会の機能） 

第２５条 執行委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の機能を有する。 
(1)院生協議会の執行機関であり、且つ総会が開催されない場合における最終的な意思決定機関である。 
(2)緊急を要する決定を必要とする場合、臨時総会の開催を待たずに議長の承認のもと、執行委員会で

緊急事項に対して採決する権限を有する。しかし、その場合は当該事項の決定について開示しなけれ

ばならない。 
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を決定する。 
 
（執行委員会の招集等） 

第２６条 執行委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。 
 
（執行委員会の定足数等） 

第２７条 執行委員会には、第１９条、第２０条、第２１条、及び第２２条の規定を準用する。この

場合において、これら規定中の「総会」は「執行委員会」、「会員」は「役員」と読み替えるものとす

る。 
 

第６章 会計 

（資産の構成） 

第２８条 本会の資産は、納入された会費によって構成される。 
 
（経費の支弁） 

第２９条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
２ 院生協議会の活動のために役員及び会員が支払った交通費に関しては、公共交通機関に関しての

み支弁する。 
３ 必要経費として、議長の承認を受けた支出に関しては経費として支弁される。 
４ 支弁を受ける者は、会計に速やかに報告し、支弁を受けなければならない。 
５ 支弁に際して会計は、会計報告書にその記載の義務を有する。 
 
（資産の処分） 

第３０条 本会の資産で前条に定めるもの以外の資産を処分する場合には、総会における議決を要す

る。 

（監査） 

第３１条 会計監査は、新役員への引継ぎの時に実施され、会計が説明責任を負うものとする。 
 
第３２条 本会の事業報告及び決算は、議長が事業報告書、会計が収支決算書を作成し、毎会計年度

終了後に後任の役員へ引継ぎ、新年度の総会で報告しなければならない。 
 
（会計年度） 

第３３条 本会の会計年度は、後任の役員決定後、引継ぎ作業完了後とし、毎年○月○日に始まり、

△年△日に終わったことを会計報告書に記さなければならない。 
 

第７章 規約の変更及び改正 

（規約の変更） 

第３４条 この規約の変更及び改正は、総会における議決を要する。 
 
附則１ この規約は 2016 年 9 月 1 日から施行する。 
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（総会の委任参加等） 
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場合において、これら規定中の「総会」は「執行委員会」、「会員」は「役員」と読み替えるものとす

る。 
 

第６章 会計 

（資産の構成） 

第２８条 本会の資産は、納入された会費によって構成される。 
 
（経費の支弁） 

第２９条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
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み支弁する。 
３ 必要経費として、議長の承認を受けた支出に関しては経費として支弁される。 
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神戸大学大学院国際協力研究会会則 

平成 12 年 4 月 24 日制定 

第 1条（名称） 

本会は神戸大学大学院国際協力研究会と称する。 

第 2条（目的） 

本会は大学院国際協力研究科学生の学術研究の奨励，及びその成果の発表を目的とする。 

第 3条（会員） 

本会は，次に定める会員をもって組織する。 

(1) 本学国際協力研究科に在籍する大学院生 

(2) 本学国際協力研究科に在籍する研究生 

(3) その他，本会の編集委員会において，会員として適当であると認められた者。 

第 4条（会費） 

会員は会の運営に必要な会費を納めなければならない。 

第 5条（研究雑誌の発行） 

本会は，第 2 条の目的を達成するために，研究雑誌『六甲台論集－国際協力研究編』（以下，論集とする）

を毎年度 1 回以上発行する。 

第 6条（論集の執筆） 

第 3 条において定められた本会の会員は本会の発行する論集に投稿することができ，且つ，その配布を受け

る。 

第 7条（論集への掲載手続き） 

(1) 論集に掲載する論文は，本会の定めた手続きに基づき，本規約第 3 条に該当する者よりこれを公募する。 

(2) 前項の論文は，本学国際協力研究科の教員の意見を聞き，適当と認められたものを掲載する。 

第 8条（編集委員会） 

(1) 本会は会員から編集委員会を選出する。 

編集委員会は，研究会会長 1 名，同副会長 若干名，その他 若干名の編集委員から構成される。 

(2) 編集委員会は前項の編集委員をもって構成し，本会の運営，論集の編集，会計管理にあたる。 

(3) 編集委員の任期は 1 年とする。但し，再任を妨げない。 

第 9条（総会の開催及び成立） 

第 8 条に定める編集委員会は総会を年 1 回開催する。必要がある場合，随時開催する。総会は，委任状を提

出した会員を含めた会員総数の過半数の出席をもって成立する。 

第 10 条（総会決定事項） 

次に定める各項のいずれかに該当する事項は，総会に付さなければならない。 

(1) 活動報告及び会計報告 

(2) 編集委員会の改選 

(3) 本規約の改正 

(4) その他，本会の組織，運営に関わる重要事項 

第 11 条（決議方法） 

総会の決議は，出席会員の過半数による。総会に出席しない会員は，書面により他の出席会員にその議決権

を委任することができる。 

第 12 条（収入） 

本会の運営費は，会費及び寄附金，その他をもってする。 

第 13 条（会計） 

(1) 本会の会計年度は，毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

(2) 編集委員会は，総会で会計報告をしなければならない。 

第 14 条（顧問） 

本会は，本学国際協力研究科の教員全員に顧問を委嘱し，助言を受けることができる。 

第 15 条（事務） 

本会に関する事務は，本学国際協力研究科内に置く。 

第 16 条（規約改正） 

本規約の改正は，編集委員会の発議により総会において行い，会員総数の過半数の賛成をもってする。 

 

 

神戸大学大学院国際協力研究科 

大 学 院 生 研 究 室 一 覧 

 

室   名 内線番号 ダイヤルイン番号 

 五学３０１ ７１３２ ８０３－７１３２ 

 五学３０２ ７１３３ ８０３－７１３３ 

 五学３０３ ７１３４ ８０３－７１３４ 

 五学３０５ ７１３５ ８０３－７１３５ 

 五学３０６ ７１３６ ８０３－７１３６ 

 五学３０７ ７１３７ ８０３－７１３７ 

 五学３０８ ７１３８ ８０３－７１３８ 

 五学３０９ ７１３９ ８０３－７１３９ 

 フロンティア館５０２ ７１６２ ８０３－７１６２ 

 



－ 144 － － 145 －

 

 

神戸大学大学院国際協力研究会会則 

平成 12 年 4 月 24 日制定 

第 1条（名称） 

本会は神戸大学大学院国際協力研究会と称する。 

第 2条（目的） 

本会は大学院国際協力研究科学生の学術研究の奨励，及びその成果の発表を目的とする。 

第 3条（会員） 

本会は，次に定める会員をもって組織する。 

(1) 本学国際協力研究科に在籍する大学院生 
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(3) その他，本会の編集委員会において，会員として適当であると認められた者。 

第 4条（会費） 

会員は会の運営に必要な会費を納めなければならない。 

第 5条（研究雑誌の発行） 

本会は，第 2 条の目的を達成するために，研究雑誌『六甲台論集－国際協力研究編』（以下，論集とする）
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る。 

第 7条（論集への掲載手続き） 

(1) 論集に掲載する論文は，本会の定めた手続きに基づき，本規約第 3 条に該当する者よりこれを公募する。 
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(2) 編集委員会は，総会で会計報告をしなければならない。 

第 14 条（顧問） 

本会は，本学国際協力研究科の教員全員に顧問を委嘱し，助言を受けることができる。 

第 15 条（事務） 

本会に関する事務は，本学国際協力研究科内に置く。 
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本規約の改正は，編集委員会の発議により総会において行い，会員総数の過半数の賛成をもってする。 

 

 

神戸大学大学院国際協力研究科 

大 学 院 生 研 究 室 一 覧 

 

室   名 内線番号 ダイヤルイン番号 

 五学３０１ ７１３２ ８０３－７１３２ 

 五学３０２ ７１３３ ８０３－７１３３ 

 五学３０３ ７１３４ ８０３－７１３４ 

 五学３０５ ７１３５ ８０３－７１３５ 

 五学３０６ ７１３６ ８０３－７１３６ 

 五学３０７ ７１３７ ８０３－７１３７ 

 五学３０８ ７１３８ ８０３－７１３８ 

 五学３０９ ７１３９ ８０３－７１３９ 

 フロンティア館５０２ ７１６２ ８０３－７１６２ 
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六甲台情報処理室利用規程 
 

 

２００８年 ５月１９日 

六甲台電算機合同委員会決定 

 

（利用目的） 

１ 六甲台情報処理教室・演習室・電算機室（以下「情報処理室」という。）は，神戸大学のキャ

ンパスの分散化に鑑み，全学の学生・教官の教育・研究，特に， 

(1) 法・経済・経営三学部の学生の情報処理教育 

(2) 法学・経済学・経営学・国際協力研究科の大学院生・研究生の情報処理教育， 

および 

(3) 法・経済・経営・国際協力研究科教官の研究 

を効率的に促進する目的で，六甲台に設置する。 

（利用計画） 

２ 情報処理室の利用は，六甲台電算機合同委員会が学期ごとに決定する利用計画表に従うものと

する。利用計画表の決定に当たっては，法・経済・経営・国際協力研究科の学生・大学院生のた

めの情報処理教育とそれに関連する学生の自主的な訓練のための利用が優先されることを原則と

する。 

（自由演習時間の利用） 

３ 利用者は，授業時間の他定められた自由演習時間において情報処理室を利用することができる。 

（利用目的外の利用の禁止） 

４ 利用目的以外の情報処理室の利用を禁ずる。 

（情報処理教室内での飲食・喫煙の禁止） 

５ 情報処理室内への飲食物の持ち込み，および情報処理室内での喫煙を禁ずる。 

（不正利用の禁止） 

６ 利用者は，情報処理室に備え付けられているソフトウェアを不正に複写しまたは不正に持ち出

し，またはその他の方法で不正に使用してはならない。利用者は，情報処理室に備え付けの機器，

マニュアルその他の備品類を室外に持ち出してはならない。 

（不正利用者の責任） 

７ 利用者は，ソフトウェアを不正に使用し，または備品類を持ち出した結果として生ずる損害を

賠償する義務を負う。これによって利用権者が第三者に対してソフトウェア利用許諾契約上その

他の事由により損害を賠償する義務を負う場合には，上記の利用者は，利用権者に代わってその

義務を履行しなければならない。 

（その他利用上の注意） 

８ 利用者は，利用に当たって授業担当教官および情報処理室職員の指導に従わなければならない。

その他，本利用規程に定めていない事項については，六甲台電算機合同委員会の指示に従わなけ

ればならない。   

（利用資格の制限） 

９ 情報処理室運用委員会は，利用者が，４，５，６，８に違反する行為を行った場合には，利用者

に対する許可を取り消すこと，または利用を制限ないし禁止することがある。 
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神戸大学六甲台第５学舎情報処理室利用規程 

 

（目  的） 

第１条  神戸大学六甲台第５学舎情報処理室（408，409，411 室。以下「情報処理室」と総称す

る。）は，主として六甲台第一団地に位置する各部局の，情報処理機器を使用しての教育研究のた

めに供されることを目的とする。 

（利用資格） 

第２条  情報処理室を利用することができる者（以下「利用者」という。）は，原則として六甲台第

一団地の各部局に所属する学生，研究生及び教員とする。 

（利用計画） 

第３条  情報処理室の各室利用計画は，国際協力研究科学生・研究生の教育研究が優先されることを

原則として，国際協力研究科情報処理委員会（以下「委員会」という。）が決定する。 

（利用時間） 

第４条  利用者は授業時間のほか，委員会が定めた自由演習時間において情報処理室を利用すること

ができる。 

２  授業時間と自由演習時間のほか（以下「時間外」という。）は，委員会が許可した者のみ利用可

能とする。 

（利用者の認証） 

第５条  情報処理室を利用する学生・研究生は，学生証を携帯し，請求があればそれを提示しなけれ

ばならない。 

２  利用者は，学術情報基盤センター発行の ID を予め取得し，本人の ID を使って各種認証を行わな

ければならない。 

（端末の持込） 

第６条  利用者は，委員会の定める区画において，端末（ネットワークに接続可能な機器をいう。）

を持ち込み，これをネットワークに接続することができる。ただし，持込端末には，ウィルス対策

ソフトのインストール等，セキュリティ上必要とされる対策が施されていなければならない。 

（禁止事項） 

第７条  次のことを禁止する。 

（１）情報処理室内での飲食及び喫煙。 

（２）委員会が許可した場合以外の，備え付け記憶装置ヘの書き込み。 

（３）情報処理室に備え付けられているハードウェアの持ち出し，ソフトウェアの複写等の不正利用。 

（不正利用者の責任） 

第８条  利用者は，ハードウェア及びソフトウェアの不正な利用の結果生ずる損害を賠償する義務を

負う。利用者の行為の結果，使用許諾契約を結んだ者など（以下「契約当事者等」という。）が第

三者に対して賠償義務を負うことになった場合には，当該利用者は，契約当事者等に代ってその義

務を履行しなければならない。 

（利用資格の制限） 

第９条  委員会は，利用者がこの規程に違反する行為を行った場合には，当該利用者の利用を制限あ

るいは禁止することができる。 

（補  則） 

第１０条  この規程に定めるもののほか，情報処理室の利用に関し必要な事項は，委員会が指示する。 

 
附  則 

この規程は，平成９年２月５日から施行する。 

附  則 

この規程は，平成１６年５月１２日から施行する。 

附  則 

この規程は，平成１７年７月７日から施行する。 

附  則 

この規程は，平成２３年１１月２日から施行する。 

神戸大学大学院国際協力研究科共同資料室利用要項 

                        2007年6月27日 運営委員会制定 

2013年6月26日 運営委員会改正 

      2013年7月12日 運営委員会改正 

 
１．共同資料室及び世界銀行情報コーナーを利用できる者は、本学の教員（非常勤講師を含む）、

院生及び本研究科にて開講される授業に登録している学生とする。 

 

２．共同資料室を利用しようとするときは、身分証明書等を提出する。 

 

３．共同資料室の文献・資料の貸出しは行わない。ただし、一部の文献・資料を除き、複写及び

CD-ROM等の利用の目的での帯出を願い出るものに、帯出票に所定の事項を記入のうえで、当

日中かつ学内に限っての一時帯出を許可するほか、指定された教科書類については、帯出票

に所定の事項を記入のうえで、二ヶ月間の貸出を行うことができる。貸出については、他の

利用者の予約がない限り、貸出期間を延長できる。 

 

４．共同資料室には筆記用具、ノートパソコン、タブレット端末または電子辞書等以外の持ち込

みを禁止する。 

 

５．共同資料室の開室時間は、毎日10時30分から11時45分まで、12時45分から17時15分までとす

る。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始の休日、その他共同資料室の管理運営

上で必要のとき、閉室とする。 

 

６．この要項に違反した者は、共同資料室の利用を停止又は禁止する。共同資料室の文献・資料

又は備品・施設を紛失若しくは破損した者は、その損害を弁償しなければならない。 

 

   附 則 

この要項は、2007年（平成 19年）6月 27日から施行する。 

附 則 

この要項は、2013年（平成 25年）6月 26日から施行する。 

附 則 

この要項は、2013年（平成 25年）7月 12日から施行する。 
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      2013年7月12日 運営委員会改正 
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   附 則 
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一般社団法人凌霜会定款 

 

第１章  総則 

 （名 称）  

 第１条  この法人は、一般社団法人凌霜会と称する。  

 （事務所）  

 第２条  この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。  

 （従たる事務所）  

 第３条  この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。  

     

第２章  目的及び事業 

 （目 的）  

 第４条  この法人は、会員相互の研修を行い、親睦を図るとともに、国立大学法人神戸大学（以 

下「神戸大学」という。）経済学部、経営学部、法学部及び大学院経済学研究科、経営学研 

究科、法学研究科、国際協力研究科並びに経済経営研究所における教育及び研究の助成振 

興を図り、もって学術、教育、文化の振興に寄与することを目的とする。  

 （事 業）  

 第５条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

   （１） 会員名簿の整備と維持管理  

   （２） 会員相互の連絡及び研修  

   （３） 会報及び電子会報の発行  

   （４） 経済、経営、法律に関する調査研究及び奨励に対する助成  

   （５） 経済、経営、法律に関する知識の普及向上のための講習会及び研究会の開催に対する助 

成  

   （６） 神戸大学の教育施設の整備拡充に対する助成  

   （７） 前各号に定めるほか、この法人の目的を達成するために必要な事業  

 ２  前項の事業は、日本全国で行うものとする。  

     

第３章  会 員 

 （種 別）  

 第６条  この法人の会員は、正会員、準会員、特別会員及び名誉会員の４種とする。  

 （正会員）  

 第７条   正会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。  

   （１） 神戸大学の前身たる元神戸高等商業学校の卒業者  

   （２） 神戸大学の前身たる元神戸商業大学、同附属商学専門部の卒業者  

   （３） 神戸大学の前身たる元神戸経済大学、同第二学部、同附属経営学専門部及び同経営計録 

講習所第一本科の卒業者  

   （４） 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の卒業者  

   （５） 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国際協力研究科の修了者  

   （６） 前各号の諸学校に在学した者  
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 （準会員）  

 第８条  準会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。  

        神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の在学生並びに神戸大学大学院経済学研究科、経 

営学研究科、法学研究科及び国際協力研究科の在学生  

 （特別会員）  

 第９条  特別会員になる資格をもつ者は、次のとおりである。  

   （１） 元神戸高等商業学校の教職にあった者  

   （２） 元神戸商業大学、予科、同附属商学専門部の教職にあった者  

   （３） 元神戸経済大学、予科、同附属経営学専門部の教職にあった者  

   （４） 神戸大学経済学部、経営学部及び法学部の教職にある者及び教職にあった者  

   （５） 神戸大学大学院経済学研究科、経営学研究科、法学研究科及び国際協力研究科の教職に 

ある者及び教職にあった者  

   （６） 神戸大学経済経営研究所の前身たる商業研究所及び経営機械科研究所の研究職員であっ 

た者  

   （７） 神戸大学経済経営研究所の研究職員及び研究職員であった者  

   （８） 前各号の諸学校及び研究所において、前各号以外の教職員及び教職員であった者  

   （９） 神戸大学社会科学系学部等事務部の部長の職にある者 

 （名誉会員）  

 第 10 条  名誉会員は、理事会の推薦により、総会において承認された者である。  

 （入 会）  

 第 11 条  正会員、準会員及び特別会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書を 

提出し、理事会の承認を受けなければならない。  

 （会 費）  

 第 12 条  正会員及び準会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会し 

た時及び毎年、総会において別に定める会費を支払わなければならない。  

        名誉会員及び特別会員は、会費の支払い義務を負わない。  

 （任意退会）  

 第 13 条  正会員、準会員及び特別会員は理事会において定める退会届を提出して、任意にいつで 

も退会することができる。  

 （除 名）  

 第 14 条  会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名するこ 

とができる。  

   （１） この定款その他の規則に違反したとき  

   （２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき  

   （３） その他除名すべき正当な事由があるとき  

（会員資格の喪失）  

 第 15 条  会員が、前２条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪 

失する。  

   （１） 第１２条の支払い義務を２年以上履行しなかったとき  

   （２） すべての社員が同意したとき  

   （３） 当該会員が死亡し、又は会員である法人が解散したとき  

 ２  前項第１号により資格を喪失した会員が、入会申込書を提出し、会費を納入したときは、会 

員の資格を回復する。 

 

（第 16 条以下、表記略） 

 

六甲台地区 建物配置図 
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（男） (女)

 EV 

 EV

 EV 

 EV

便 便
所 所
（女） (男)

 EV 

 EV

608 607 605

院生研究室
（経営学研究科）

４０１
院生研究室

４０２
院生研究室

４０３
共用ゼミ室

５０５
院生研究室

流
し
台

研
究
室

４階

便
所

602

コモンルーム

４０４
共用ゼミ室

３０１経済経
営研究所

実験経済学・
経営学ラボ

３０２
演習室

給
湯
室

８２３　～　８１２　教員研究室

８０１　～　８１１　教員研究室

 V

プレゼンテーションホール

６階

器材室

１階

防災センター
５０６

共用研究
指導室

３階

２階

８階

 E 

ホワイエ

国際連携推進機構

３０４
共用ゼミ室

３０３　演習室

７階

７０１　～　７１１　教員研究室

給
湯
室

貴重書庫

601 603

新館２階
書　　庫

604

マイクロ保管室

研
究
室

606

国際教育総合センター
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
部門／事務室

院生研究室
（経営学研究

科）

院生研究室
（経営学研究科）

フロンティア館 平面図

便
所

便
所

便
所

便
所

貴重書庫

７２１　～　７１２　教員研究室

４０５
共用ゼミ室

４０６
共用ゼミ室

 E 
 V

外国雑誌センター

院生・教員閲覧室

５階

複
写
室機械管理室

給
湯
室

５０４
院生研究室

便
所

５０３
共用ゼミ室

５０１
院生研究室

書庫（製本雑誌書庫・周密）　　平面図省略

Ｂ２階

書庫（保存書庫）　　　　　　　平面図省略

５０２
院生研究室

（国際協力）

Ｂ１階

EV

EV

６ 階
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